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○
経
済
産
業
省
告
示
第
十
号

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
ホ
及
び
ヘ
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
告
示
第
七

百
四
十
六
号
（
輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
ホ
及
び
ヘ
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
無
償
で
輸
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
無

償
で
輸
入
し
た
貨
物
及
び
無
償
で
輸
入
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
出
す
る
貨
物
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る

。

令
和
二
年
一
月
二
十
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に

改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

一

無
償
で
輸
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
入
し
た
貨
物
で
あ
っ
て
、

一

無
償
で
輸
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
入
し
た
貨
物
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
１
か
ら
５
ま
で
の
項
に
規
定
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
北

次
に
掲
げ
る
も
の
（
１
か
ら
５
ま
で
の
項
に
規
定
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
北

朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

１
～
９

［
略
］

１
～
９

［
略
］

二

無
償
で
輸
入
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、

二

無
償
で
輸
入
す
べ
き
も
の
と
し
て
無
償
で
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
３
及
び
４
の
項
に
規
定
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
北
朝
鮮

次
に
掲
げ
る
も
の
（
３
及
び
４
の
項
に
規
定
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
北
朝
鮮

を
仕
向
地
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

を
仕
向
地
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

１

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第

１

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第

九
十
三
号
）
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
る
国
際
緊
急
援
助
隊
が
国
際
緊
急
援

九
十
三
号
）
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
る
国
際
緊
急
援
助
隊
が
国
際
緊
急
援

助
活
動
の
用
に
供
す
る
た
め
に
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
援
助

助
活
動
の
用
に
供
す
る
た
め
に
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
援
助

活
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動

活
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動

等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に

等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に

基
づ
き
派
遣
さ
れ
る
国
際
平
和
協
力
隊
、
海
上
保
安
庁
の
船
舶
又
は
航

基
づ
き
派
遣
さ
れ
る
国
際
平
和
協
力
隊
、
海
上
保
安
庁
の
船
舶
又
は
航

空
機
の
乗
組
員
た
る
海
上
保
安
庁
の
職
員
及
び
自
衛
隊
の
部
隊
等
（
自

空
機
の
乗
組
員
た
る
海
上
保
安
庁
の
職
員
及
び
自
衛
隊
の
部
隊
等
（
自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る

部
隊
等
を
い
う
。
）
が
国
際
平
和
協
力
業
務
の
用
に
供
す
る
た
め
に
輸

部
隊
等
を
い
う
。
）
が
国
際
平
和
協
力
業
務
の
用
に
供
す
る
た
め
に
輸

出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も

出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
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の
、
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る

の
、
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る

た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
）
に
基
づ

た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
）
に
基
づ

く
後
方
支
援
活
動
及
び
捜
索
救
助
活
動
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊

く
後
方
支
援
活
動
及
び
捜
索
救
助
活
動
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊

が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ

が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ

き
も
の
、
重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関

き
も
の
、
重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
基
づ
く
船
舶
検
査

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
基
づ
く
船
舶
検
査

活
動
並
び
に
そ
の
実
施
に
伴
う
後
方
支
援
活
動
及
び
協
力
支
援
活
動
の

活
動
並
び
に
そ
の
実
施
に
伴
う
後
方
支
援
活
動
及
び
協
力
支
援
活
動
の

用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動

用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動

の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
、
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危

の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
、
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危

機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国

機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国

が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）

が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）

に
基
づ
く
自
衛
隊
に
よ
る
行
動
関
連
措
置
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛

に
基
づ
く
自
衛
隊
に
よ
る
行
動
関
連
措
置
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛

隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
措
置
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す

隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
措
置
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す

べ
き
も
の
、
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用

べ
き
も
の
、
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用

品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十

品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十

六
号
）
に
基
づ
く
停
船
検
査
又
は
回
航
措
置
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自

六
号
）
に
基
づ
く
停
船
検
査
又
は
回
航
措
置
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自

衛
隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
停
船
検
査
又
は
回
航
検
査
の

衛
隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
停
船
検
査
又
は
回
航
検
査
の

終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
、
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為

終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
、
海
賊
行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）
に
基

へ
の
対
処
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
五
号
）
に
基

づ
く
海
上
保
安
庁
に
よ
る
海
賊
行
為
へ
の
対
処
の
用
に
供
す
る
た
め
に

づ
く
海
上
保
安
庁
に
よ
る
海
賊
行
為
へ
の
対
処
の
用
に
供
す
る
た
め
に

海
上
保
安
庁
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
当
該
海
賊
行
為
へ
の
対
処
の

海
上
保
安
庁
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
当
該
海
賊
行
為
へ
の
対
処
の

終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
若
し
く
は
同
法
に
基
づ
く
自
衛
隊
の

終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
若
し
く
は
同
法
に
基
づ
く
自
衛
隊
の

部
隊
に
よ
る
海
賊
対
処
行
動
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
輸
出
す

部
隊
に
よ
る
海
賊
対
処
行
動
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
輸
出
す

る
貨
物
で
あ
っ
て
当
該
海
賊
対
処
行
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き

る
貨
物
で
あ
っ
て
当
該
海
賊
対
処
行
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き

も
の
、
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外

も
の
、
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外

国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
に
基
づ
く
協
力
支
援
活
動
及
び
捜
索
救
助
活

七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
に
基
づ
く
協
力
支
援
活
動
及
び
捜
索
救
助
活

動
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該

動
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
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活
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
、
自
衛
隊
法
第
八
十
四
条
の

活
動
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
、
自
衛
隊
法
第
八
十
四
条
の

三
に
基
づ
く
在
外
邦
人
等
の
保
護
措
置
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊

三
に
基
づ
く
在
外
邦
人
等
の
保
護
措
置
の
用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊

が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
措
置
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ

が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
措
置
の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ

き
も
の
、
同
法
第
八
十
四
条
の
四
に
基
づ
く
在
外
邦
人
等
の
輸
送
の
用

き
も
の
又
は
同
法
第
八
十
四
条
の
四
に
基
づ
く
在
外
邦
人
等
の
輸
送
の

に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
輸
送
の

用
に
供
す
る
た
め
に
自
衛
隊
が
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
輸
送

終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の
又
は
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
の

の
終
了
後
本
邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の

閣
議
決
定
「
中
東
地
域
に
お
け
る
日
本
関
係
船
舶
の
安
全
確
保
に
関
す

る
政
府
の
取
組
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
自
衛
隊
に
よ
る
情
報
収
集
活
動

及
び
不
測
の
事
態
の
発
生
な
ど
状
況
が
変
化
す
る
場
合
へ
の
対
応
の
用

に
供
す
る
た
め
に
輸
出
す
る
貨
物
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動
の
終
了
後
本

邦
に
輸
入
す
べ
き
も
の

２
～
７

［
略
］

２
～
７

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


